
○横芝光町奨学資金貸付条例施行規則  

平成２３年３月２２日 

教育委員会規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、横芝光町奨学資金貸付条例（平成２３年横芝光町条例

第８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（申請） 

第２条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、奨学資金貸付申請書（別

記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、横芝光町教育委員会（以下

「教育委員会」という。）へ提出しなければならない。  

（１） 奨学生推薦書（別記第２号様式） 

（２） 家族家計状況調書（別記第３号様式）  

（３） 履歴書 

（４） 確定申告書等の写し 

（５） 学校等の合格通知書の写し又は在学証明書  

（決定通知） 

第３条 教育委員会は、条例第５条の規定により、その申請に係る可否を決

定したときは、速やかに奨学資金貸付可否決定通知書（別記第４号様式）

により当該申請者に通知するものとする。  

（連帯保証人） 

第４条 前条の規定による通知を受けた者（以下「奨学生」という。）は、

独立の生計を営む成年者２人の連帯保証人を立てなければならない。  



２ 奨学生は、前項の連帯保証人を立てたときは、連帯保証人２人の連署に

よる誓約書（別記第５号様式）に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提

出しなければならない。 

（１） 連帯保証人の印鑑証明書 

（２） 連帯保証人の住民票の写し 

（３） 連帯保証人に市町村税に未納がないことを証する書類  

３ 連帯保証人を代えるときは、その事実が発生した日から起算して１０日

以内に前項の誓約書を教育委員会に提出しなければならない。  

（貸付方法） 

第５条 奨学資金は、毎年４月分から７月分までを４月に、８月分から１１

月分までを８月に、１２月分から翌年３月分までを１２月にそれぞれ貸し

付ける。ただし、特別の事由により、教育委員会が認めた場合は、この限

りでない。 

（異動の届出等） 

第６条 奨学生は、条例第２条各号に規定する要件を失ったとき、又は次の

各号のいずれかに該当することとなったときは、身上異動届（別記第６号

様式）により、連帯保証人と連署の上、速やかに教育委員会に届け出なけ

ればならない。 

（１） 卒業、復学、転学又は退学をしたとき。  

（２） 休学又は長期欠席（３箇月以上の欠席をいう。）をしたとき。  

（３） 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があっ

たとき。 

２ 奨学生は、前項に規定するもののほか、毎学年末に在籍する学校の長が



証明する学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。  

（返還免除及び猶予） 

第７条 条例第１０条及び第１１条の規定による奨学資金の返還の免除又は

猶予を受けようとする奨学生は、返還免除（猶予）申請書（別記第７号様

式）により教育委員会へ提出しなければならない。  

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第２条） 

第２号様式（第２条） 
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第７号様式（第７条） 

 


